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青少年施策の基本方針

１ これまでの経緯 
 県では、青少年を取り巻く現状と課題を踏まえ、社会情勢の変化に対応しながら県民の理解と協力のもとに、

本県における青少年の健全育成を一層推進するため、平成 13 年に「21 世紀を自らの力で切り拓くたくましい

青少年の育成」を基本目標とする「青森県青少年対策基本計画」を策定し、関係各機関が連携しながら総合的

かつ効果的推進を図ってきたが、平成 18年度に同基本計画の計画期間(６カ年)が終期を迎えたところである。 

 一方、平成 16 年 12 月に県の新たな基本計画である「生活創造推進プラン」が策定され、本県の将来像とし

て、「生活創造社会」～暮らしやすさのトップランナーをめざして～を掲げ、それを実現するための５つの社

会像や取り組みの基本方向を示している。プランは、平成16年度から20年度までの５カ年計画となっており、

その推進に向けて県が取り組む分野別実施計画が平成 16 年度から平成 18 年度までを前期、平成 18 年度から

平成 20 年度までを後期として実施している。 

 プランにおける分野別実施計画には、青少年の健全育成を一層推進するための関連諸施策が基本的に網羅さ

れており、５つの社会像とそれを実現するための仕組みづくりそれぞれの実現に大きく関わっているため、「青

森県青少年対策基本計画」を新たに策定せず、「生活創造推進プラン」を基本とした青少年対策を推進してい

くこととしている。 

 

図－１ 生活創造推進プランがめざす６つの社会像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 青森の豊かさを知り、夢を 

もって未来を拓く社会（人材） 

Ⅱ いきいきと働ける豊かな社会 

（産業・雇用） 

Ⅲ 健やかで安心して暮らせる社会

（健康） 

Ⅳ 環境と共生する循環型社会 

（環境） 

Ⅴ 安全・安心で快適な社会 

         （安全・安心） 

５つの社会像を実現するための仕組みづくり 

【男女共同参画の推進、社会参加と協働の推進】 

青森県の良さと可能性を知り、 次

代を担う人づくりが進められている

社会 

地域経済に新たな活力が生まれ、

都市(まち)や村やひとがいきいきし

ている社会 

一人ひとりのいのちが輝き、 人と人

とがしっかりとした絆で支え合う社会 

豊かな水・自然環境が次代に引き継

がれ、資源循環の先駆けとなる取組

が進められている社会 

安全・安心がしっかりと確保され、生

活の可能性が広がる社会 
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